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̶思いやりのある良質で信頼される医療を目指して̶

Recycle Information
問生活環境課　022－1314

今月のごみ収集 日

地区名

ごみ区分

越　河
斎　川
大　平

大鷹沢
白　川
小下倉

大鷹沢田中 福　岡
小　原

市街東北本線
東　側 鷹　巣 市街東北本線

西　側

ペットボトル
（第１曜日）
びん類

（第2・第5曜日）
缶

（第3・第5曜日）
プラスチック
（第３曜日）
もやせないごみ
（第４曜日）

紙　　類
火 月 金 木 金 月 水

もやせるごみ

火・金 月・木 月・水・木 火・水・金

「保健医療福祉推進会議」

10月のごみ収集日程は下記の通りです。ご確認の上、きちんと分別して出してください。

◆10月のごみ収集日予定表

6日（火） 5日（月） 2日（金） 1日（木） 2日（金） 5日（月） 7日（水）

13日（火） 13日（火）
に変更です

9日（金）
30日（金）

8日（木）
29日（木）

9日（金）
30日（金）

13日（火）
に変更です 14日（水）

20日（火） 19日（月） 16日（金）
30日（金）

15日（木）
29日（木）

16日（金）
30日（金） 19日（月） 21日（水）

20日（火） 19日（月） 16日（金） 15日（木） 16日（金） 19日（月） 21日（水）

27日（火） 26日（月） 23日（金） 22日（木） 23日（金） 26日（月） 28日（水）

6・13・20・
27

5・19・26 2・9・16・
23・30

1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30

5・19・26 7・14・21・
28

2・6・9・
13・16・
20・23・
27・30

1・5・8・15・19・22・26・29 1・5・7・8・14・
15・19・21・22・
26・28・29

2・6・7・9・
13・14・16・
20・21・23・
27・28・30

◎ごみ袋は中身がこぼれないようにしっかり口を結び、簡単に解けないように出してください。テープ止めは禁止です。
◎祝日に伴う収集日の変更について
　大鷹沢・白川・小下倉、鷹巣地区の資源ごみ（びん類）は13日（火）に収集日が変更になります。お間違えのないよう
ご注意ください。

☆飼えない犬・猫の引き取り日のお知らせ
●日時　10月1日（木）・8日（木）・15日（木）・22日（木）・29（木）・11月５日（木）、9:00～11:30および13:00～15:00（時間厳守）
●場所　宮城県仙南保健所

●犬・猫の引き取り手数料　生後90日以内は１頭につき400円、生後91日以上は１頭につき2,000円
●納入方法　所定の用紙に必要事項を記入し、宮城県収入証紙を張り付けて納入してください。収入証紙は、県合同庁

舎や保健所、銀行などでお求めください。
※ご不明な点は、宮城県仙南保健所までお問い合わせください。なお、犬や猫などの愛護動物を捨てた場合には、処罰さ
れることがあります。犬や猫などを飼い始めたら、最後まで責任を持って飼養するように心掛けましょう。

問宮城県仙南保健所（大河原町字南129-1）　00224-53-3119
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■平成21年度（特別徴収を開始する年度）
　例）市県民税額が72,000円の場合

■平成22年度（翌年度以降）
　例）市県民税額が60,000円の場合

○紙類

○生ごみ
○木くず・かんなくず・木材・草・せん定くず・樹木など

○畳・ふとん類
○じゅうたん類
※ベット・ソファなどは、スプリングやパイプなどの金具類を取り外してください。
※事業活動に伴って生じるものは産業廃棄物ですので受け入れできません。また、一般廃棄物でも処理不可能なものに
ついては　お断りする場合があります。

※上記以外で不明な点については、あらかじめ角田衛生センターなどに電話確認した上で持ち込むようにしてください。
問もやせるごみ・可燃性粗大ごみ………………………角田衛生センター　　　　☎0224-63-2140
　資源ごみ・もやせないごみ・不燃性粗大ごみ………仙南リサイクルセンター　☎0224-33-2225

仙南地域広域行政事務組合から「角田衛生センターへのごみの持ち込み」のお願い

公立刈田綜合病院紹介
保健医療福祉推進会議を開催しています
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